
〈SJ22-12223より抜粋して作成〉

ボランティア行事用保険（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険）

送迎サービス補償（傷害保険） 福祉サービス総合補償
（傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

保険金額・年間保険料（１名あたり）保険金額・年間保険料（１名あたり） 団体割引20％適用済／過去の損害率による割増適用

＜重 要＞

ケガの
補償

賠償責任
の補償

年間保険料

死亡保険金

プラン

保険金の種類
基本プラン 天災・地震補償

プラン
1,040万円

1,040万円（限度額）

6,500円

350円 500円 550円

65,000円

32,500円

4,000円
補償開始日から10日以内は補償対象外（＊） 初日から補償

5億円（限度額）

後遺障害保険金

入院保険金日額

通院保険金日額

特定感染症

地震・噴火・津波による死傷

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

入院中の手術

外来の手術
手術保険金

＊3月末までに契約手続きが完了し、前年度から継続して契約される場合は初日から補償します。

特定感染症
重点プラン

この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

https://www.fukushihoken.co.jp
ふくしの保険 検 索

●このご案内は概要を説明したものです。詳細は、「ボランティア活動保険パンフレット」にてご確認ください。●

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　
受付時間：平日の 9:30～17:30（土日・祝日、年末年始を除きます。）

取扱代理店 株式会社福祉保険サービス
損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課
ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、年末年始を除きます。）

〈引受幹事
保険会社〉

商品パンフレットは
コチラから

（　　　　　）ふくしの保険
ホームページ
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今号では、子ども・子育て支援に焦点を当て、こども家庭センターの取り組みを紹介しました。社会全体で子育てを支え
る体制の強化が求められる中、私たちはそれぞれの立場から、子どもたちが健やかに育つ社会を目指して取り組んでいき
たいですね。

※

『
明
る
い
社
会
』は
、赤
い
羽
根
共
同
募
金
の
助
成
金
を
受
け
て
作
成
し
て
い
ま
す
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「ほっとチャンネル」②社会福祉協議会の取り組み
寄付・寄贈のご報告
授産製品紹介「きらきらマルシェ」
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児
童
福
祉
法
と

　
児
童
虐
待
防
止
法

　

日
本
で
は
、
身
近
な
地
域
に
お
い
て
、

保
育
所
に
お
け
る
保
育
サ
ー
ビ
ス
や
障
害

児
に
対
す
る
在
宅
サ
ー
ビ
ス
等
が
提
供
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
児
童
養
護
施
設
や

乳
児
院
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
障
害
児

施
設
等
の
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
通
し
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
家
庭
で
暮
ら
す
こ
と

が
難
し
か
っ
た
り
、
厳
し
い
家
庭
環
境
に

あ
っ
た
り
す
る
子
ど
も
た
ち
の
生
活
や
発

達
、
自
立
を
支
援
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
、
児
童
福
祉
の
基
本

法
で
あ
る
「
児
童
福
祉
法
」
に
基
づ
き
行

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
児
童
福
祉
法
」
は
、
第
二
次
世
界
大

戦
後
、困
窮
す
る
子
ど
も
の
保
護
や
救
済
、

次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
健
全
な
育
成

を
図
る
た
め
、
昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年

に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法
律
の
第
１

条
・
第
２
条
で
は
、児
童
福
祉
の
理
念
は
、

す
べ
て
の
児
童
が
心
身
と
も
に
健
や
か
に

生
ま
れ
、育
成
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
、

そ
し
て
す
べ
て
の
児
童
が
等
し
く
そ
の
生

活
を
保
障
さ
れ
、
愛
護
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、昭
和
26
（
１
９
５
１
）
年
に
は
、

特 集 児童福祉法の改正と
� こども家庭センターの取り組み

　令和４（2022）年６月に、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくため
の包括的な基本法である「こども基本法」が成立し、令和５（2023）年４月に施行されま
した。同年４月には、こどもに関わる政策を総括するこども家庭庁が発足し、さまざまな
取り組みを進めています。
　一方、こどもの〝福祉〟に着目すると、18歳未満の児童の福祉と権利を保障し、国民
の責任を定めた「児童福祉法」という法律があります。この法律は、昭和22（1947）年
に制定され、それから70年以上の間、時代の流れに応じた改正が繰り返されてきました。
　今号では、児童福祉の変遷に焦点を当てるとともに、
令和４（2022）年６月に成立した「児童福祉法等の一部を
改正する法律（改正児童福祉法）」に位置付けられた「こ
ども家庭センター」について、道内の取り組みをご紹介
します。

日
本
国
憲
法
の
精
神
に
基
づ
き
、
す
べ
て

の
児
童
の
幸
福
を
図
る
た
め
の
児
童
の
権

利
宣
言
と
し
て
「
児
童
憲
章
」
が
定
め
ら

れ
ま
し
た
。
以
降
、
児
童
福
祉
の
各
制
度

は
、
こ
れ
ら
を
基
本
に
、
子
ど
も
の
最
善

の
利
益
を
保
障
す
る
観
点
で
発
展
し
て
き

ま
し
た
。

　

児
童
虐
待
の
防
止
に
つ
い
て
は
、
児
童

福
祉
法
に
お
い
て
、
通
告
の
義
務
や
立
ち

入
り
調
査
な
ど
に
つ
い
て
盛
り
込
ま
れ
て

い
た
も
の
の
、
十
分
に
行
使
さ
れ
て
い
る

と
は
い
え
な
い
状
況
で
し
た
。
こ
の
よ
う

な
状
況
に
お
い
て
、平
成
６（
１
９
９
４
）

年
に
日
本
が
国
連
の
「
児
童
の
権
利
に
関

す
る
条
約
（
子
ど
も
の
権
利
条
約
）」
に

批
准
し
た
こ
と
や
、平
成
２（
１
９
９
０
）

年
度
に
統
計
を
開
始
し
た
児
童
相
談
所
に

お
け
る
児
童
虐
待
相
談
件
数
が
急
増
し
た

こ
と
な
ど
を
受
け
、
児
童
虐
待
に
対
応
す

る
法
律
が
必
要
と
い
う
声
が
高
ま
り
、
平

成
12
（
２
０
０
０
）
年
に
「
児
童
虐
待
の

防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
児
童
虐
待
防
止

法
）」
が
公
布
・
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

子
ど
も
や
子
育
て
を

　
め
ぐ
る
社
会
環
境
の
変
化

　

児
童
福
祉
法
の
制
定
以
降
、
子
ど
も
や
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子
育
て
を
め
ぐ
る
社
会
環
境
は
大
き
く
変

化
し
、そ
の
課
題
も
複
雑
化
し
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
は
、「
向
こ
う
三
軒
両
隣
」
と

い
う
日
常
的
に
親
し
く
交
際
す
る
近
隣
の

家
を
指
し
示
す
言
葉
が
よ
く
聞
か
れ
、
地

域
ぐ
る
み
で
子
育
て
を
支
え
る
風
土
が
あ

り
ま
し
た
が
、
地
域
の
つ
な
が
り
が
希
薄

化
す
る
中
で
、
近
所
に
子
ど
も
を
預
か
っ

て
く
れ
る
人
が
い
な
い
と
い
う
子
育
て
世

代
の
保
護
者
も
多
く
、
子
育
て
へ
の
支
援

ニ
ー
ズ
は
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
27
（
２
０
１
５
）
年
に
は
、
幼
児

期
の
学
校
教
育
や
保
育
、
地
域
の
子
育
て

支
援
の
量
の
拡
充
や
質
の
向
上
を
図
る
た

め
、「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
」

が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
地
域
の

実
情
に
応
じ
て
「
認
定
こ
ど
も
園
」
の
普

及
を
図
る
こ
と
で
、
教
育
・
保
育
の
受
け

皿
を
増
や
し
た
り
、
幼
稚
園
や
保
育
所
、

認
定
こ
ど
も
園
な
ど
の
職
員
配
置
を
改
善

し
、
子
ど
も
た
ち
に
目
が
届
き
や
す
く
し

た
り
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
も
の
で

す
。
こ
の
制
度
に
よ
り
、各
市
町
村
で
は
、

子
育
て
へ
の
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
が
図

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
子
育
て
世
帯
の
負
担

軽
減
等
に
対
す
る
効
果
が
限
定
的
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
、と
の
指
摘
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、「
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す

る
法
律
（
児
童
虐
待
防
止
法
）」
の
制
定

な
ど
に
よ
り
、
児
童
虐
待
防
止
に
向
け
て

さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す

が
、
子
ど
も
の
尊
い
命
が
失
わ
れ
る
事
例

も
全
国
各
地
で
発
生
し
て
お
り
、
児
童
相

談
所
に
お
け
る
児
童
虐
待
相
談
件
数
は
令

和
２
（
２
０
２
０
）
年
に
は
20
万
件
を
超

え
る
な
ど
、
深
刻
な
状
況
を
呈
し
て
い
ま

す
。児

童
福
祉
法
の
改
正

　

 
　

こ
の
よ
う
に
、
子
育
て
に
困
難
を
抱
え

る
世
帯
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
顕
在
化
し
て

き
て
い
る
状
況
等
を
踏
ま
え
、
子
育
て
世

帯
へ
の
包
括
的
な
支
援
を
行
う
体
制
を
強

化
す
る
た
め
、「
児
童
福
祉
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律（
改
正
児
童
福
祉
法
）」

が
令
和
４
（
２
０
２
２
）
年
６
月
に
成
立

し
、
令
和
６
（
２
０
２
４
）
年
４
月
に
施

行
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

今
回
の
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
主
に
次

の
７
点
で
す
。

① 

子
育
て
世
帯
に
対
す
る
包
括
的
な
支

援
の
た
め
の
体
制
強
化
及
び
事
業
の

拡
充

② 

一
時
保
護
所
及
び
児
童
相
談
所
に
よ

る
児
童
へ
の
処
遇
や
支
援
、
困
難
を

抱
え
る
妊
産
婦
等
へ
の
支
援
の
質
の

向
上

③ 

社
会
的
養
育
経
験
者
・
障
害
児
入
所

施
設
の
入
所
児
童
等
に
対
す
る
自
立

支
援
の
強
化

④ 

児
童
の
意
見
聴
取
等
の
仕
組
み
の
整
備

⑤ 

一
時
保
護
開
始
時
の
判
断
に
関
す
る

司
法
審
査
の
導
入

⑥ 

子
ど
も
家
庭
福
祉
の
実
務
者
の
専
門

性
の
向
上

⑦ 

児
童
を
わ
い
せ
つ
行
為
か
ら
守
る
環

境
整
備
（
性
犯
罪
歴
等
の
証
明
を
求

め
る
仕
組
み
（
日
本
版
Ｄ
Ｂ
Ｓ
）
の

導
入
に
先
駆
け
た
取
組
強
化
）
等

　

こ
の
う
ち
、「
①
子
育
て
世
帯
に
対
す

る
包
括
的
な
支
援
の
た
め
の
体
制
強
化
及

び
事
業
の
拡
充
」
に
つ
い
て
は
、
市
区
町

村
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
妊
産
婦
や
子
育

て
世
帯
、
子
ど
も
へ
の
包
括
的
な
相
談
支

援
を
行
う
機
関
で
あ
る
「
こ
ど
も
家
庭
セ

ン
タ
ー
」
の
設
置
に
努
め
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
市
区
町
村
に
は
現
在
、
母
子
保

健
法
に
基
づ
く
「
子
育
て
世
代
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
」
と
、
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く

「
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
」
が
併
存

し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
意
義
や
機
能

を
維
持
し
た
上
で
、
組
織
の
体
制
を
整
備

す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

新
た
に
、「
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
」
に

お
い
て
、
支
援
を
要
す
る
子
ど
も
や
妊
産

婦
等
へ
の
支
援
計
画（
サ
ポ
ー
ト
プ
ラ
ン
）

を
作
成
す
る
こ
と
な
ど
も
盛
り
込
ま
れ
ま

し
た
。

　

次
頁
で
は
、
事
例
と
し
て
、「
こ
ど
も

家
庭
セ
ン
タ
ー
」
を
開
設
し
て
い
る
恵
庭

市
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

＊
参
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「
え
に
わ
っ
こ
応
援
セ
ン
タ
ー
」の
取
り
組
み

恵
庭
市
役
所
子
ど
も
未
来
部
え
に
わ
っ
こ
応
援
セ
ン
タ
ー

　

セ
ン
タ
ー
長
（
統
括
支
援
員
兼
務
）　

高
橋 

明
子 

氏

１
．
恵
庭
市
の
概
要

　

恵
庭
市
は
、
札
幌
市
と
新
千
歳
空
港
の

ほ
ぼ
中
間
に
位
置
し
て
お
り
、
便
利
な
交

通
ア
ク
セ
ス
と
豊
か
な
自
然
環
境
、
穏
や

か
な
気
候
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
ほ
ど
よ
い

生
活
感
の
「
ち
ょ
う
ど
い
い
ま
ち
」
と
も

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
恵
庭
市
第
５
期
総

合
計
画
で
は
、
将
来
の
都
市
像
を
「
花
・

水
・
緑　

人
が
つ
な
が
り
夢
ふ
く
ら
む
ま

ち　

え
に
わ
」
と
定
め
、
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
て
い
ま
す
。

　

令
和
６
年
１
月
末
時
点
の
人
口
は
７
０
︐

３
３
４
人
で
、
近
年
は
微
増
傾
向
に
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
令
和
４
年
の
出
生
数
は

４
２
２
人
、
高
齢
化
率
は
約
28
％
と
な
っ

て
お
り
、
少
子
高
齢
化
は
着
実
に
進
行
し

て
い
ま
す
。

２
．
セ
ン
タ
ー
開
設
ま
で
の
経
緯

　

当
市
は
令
和
４
年
度
ま
で
、
母
子
保
健

を
保
健
セ
ン
タ
ー
内
の
保
健
福
祉
部
保
健

課
（
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）

が
、
児
童
福
祉
を
市
役
所
内
の
子
ど
も
未

来
部
子
ど
も
家
庭
課
（
子
ど
も
家
庭
総
合

支
援
拠
点
）
が
そ
れ
ぞ
れ
所
管
し
、
相
談

窓
口
は
異
な
る
建
物
内
に
あ
り
ま
し
た
。

所
管
は
分
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
部
署
に
保
健
師
や
相
談
員
等
を
配
置

し
、
情
報
共
有
や
連
携
を
図
り
、
相
談
支

援
に
対
応
し
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
令
和
４
年
６
月
の
児
童
福
祉

法
改
正
を
受
け
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
と
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点

の
機
能
を
集
約
し
、
子
育
て
世
帯
へ
の
包

括
的
な
相
談
支
援
体
制
を
構
築
す
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
、「
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ

ー
」
の
設
置
に
向
け
て
、
協
議
を
開
始
し

ま
し
た
。
具
体
的
な
協
議
内
容
は
、
組
織

機
構
の
見
直
し
、
統
括
支
援
員
や
保
健

師
・
社
会
福
祉
士
等
の
専
門
職
の
配
置
、

セ
ン
タ
ー
設
置
場
所
の
選
定
、
事
務
室
の

改
修
整
備
費
の
活
用
や
改
修
工
事
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
作
成
、
市
民
へ
の
周
知
活
動
な

ど
で
す
。
保
健
課
や
子
ど
も
家
庭
課
だ
け

で
は
な
く
、
総
務
課
や
建
築
課
な
ど
と
も

協
議
を
重
ね
ま
し
た
。

３
．
セ
ン
タ
ー
の
機
能

　

協
議
を
重
ね
た
結
果
、
令
和
５
年
度
の

組
織
機
構
の
再
編
に
よ
り
、
保
健
福
祉
部

保
健
課
の
母
子
保
健
担
当
と
子
ど
も
未
来

部
子
ど
も
家
庭
課
の
児
童
福
祉
担
当
・
給

付
担
当
が
、「
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
」

で
あ
る
「
え
に
わ
っ
こ
応
援
セ
ン
タ
ー

（
課
）」
と
し
て
、
子
ど
も
未
来
部
に
再

編
さ
れ
ま
し
た
（
右
図
の
と
お
り
）。

　

当
セ
ン
タ
ー
は
、
令
和
５
年
４
月
、
子

育
て
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
を
受
け

組織機構の再編

保健福祉部

子育て世代包括支援センター

子ども家庭総合支援拠点

令和５年度令和４年度

保 健 課

保健予防

健康推進

母子保健・食育

えにわっこ
応援センター

母子保健

児童福祉

給　付

保健福祉部

子ども未来部

保 健 課
保健予防

健康推進・食育

子ども未来部

子ども家庭課

児童福祉

給　付

子ども施策
子育て支援

子ども政策課
子ども政策

子育て支援
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児童福祉法の改正とこども家庭センターの取り組み特 集

る
一
体
的
な
窓
口
と
し
て
、
市
役
所
の
庁

舎
１
階
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
保
健
師
や

社
会
福
祉
士
、
管
理
栄
養
士
な
ど
の
専
門

職
や
事
務
職
で
構
成
さ
れ
た
22
名
の
職
員

が
、
同
じ
フ
ロ
ア
で
働
い
て
い
ま
す
。

　

主
な
業
務
に
つ
い
て
は
、
母
子
保
健
担

当
は
、妊
娠
期
か
ら
の
伴
走
型
相
談
支
援
、

出
産
後
の
産
後
ケ
ア
、
赤
ち
ゃ
ん
訪
問
、

乳
幼
児
健
診
な
ど
、
母
子
保
健
事
業
を
通

じ
た
切
れ
目
の
な
い
支
援
を
担
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
児
童
福
祉
担
当
は
、
要
保
護

児
童
対
策
協
議
会
の
事
務
局
を
担
い
、
児

童
虐
待
な
ど
の
要
保
護
・
要
支
援
児
童
の

対
応
や
障
が
い
児
支
援
、
子
ど
も
の
貧
困

対
策
等
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
給

付
担
当
は
、
子
育
て
に
係
る
手
当
や
給
付

金
の
事
務
、
ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
相
談
支

援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

４
．
セ
ン
タ
ー
開
設
に
よ
る
成
果

　

事
務
室
の
改
修
工
事
は
令
和
５
年
６
月

に
完
了
し
、
当
セ
ン
タ
ー
の
職
員
全
員
が

新
体
制
に
移
行
し
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、約
半
年
経
っ
た
現
在
で
は
、

個
別
支
援
に
関
す
る
情
報
が
迅
速
に
共
有

さ
れ
、
支
援
の
内
容
や
方
向
性
に
つ
い
て

円
滑
か
つ
迅
速
に
検
討
・
協
議
が
行
え
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
子
育
て
に

関
す
る
サ
ー
ビ
ス
・
制
度
の
紹
介
や
手
続

き
を
行
う
窓
口
が
一
元
化
さ
れ
、
市
民
の

利
便
性
が
向
上
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
に

も
必
要
な
連
携
は
図
っ
て
き
ま
し
た
が
、

同
じ
場
所
で
母
子
保
健
や
児
童
福
祉
の
機

能
・
役
割
が
よ
り
一
層
可
視
化
さ
れ
た
こ

と
で
、
相
互
理
解
が
深
ま
り
、
相
談
・
支

援
対
応
の
質
が
向
上
し
た
と
実
感
し
て
い

ま
す
。

　

一
方
、
乳
幼
児
健
診
等
を
実
施
す
る
建

物
が
セ
ン
タ
ー
の
あ
る
市
役
所
と
は
異
な

る
た
め
、
健
診
の
た
び
に
物
品
の
準
備
や

移
動
の
手
間
が
生
じ
、
担
当
す
る
保
健
師

の
負
担
が
増
え
た
ほ
か
、
保
健
福
祉
部
保

健
課
か
ら
離
れ
て
配
置
と
な
る
保
健
師
職

の
人
材
育
成
や
連
携
に
関
す
る
課
題
も
あ

り
ま
す
。

　

セ
ン
タ
ー
が
で
き
て
か
ら
日
が
浅
い
た

め
、
職
員
間
で
日
々
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
と
り
、
工
夫
し
な
が
ら
、
業
務
に
携

わ
っ
て
い
ま
す
。

５
．
今
後
に
向
け
て

　

当
市
で
は
、
令
和
６
年
度
に
向
け
て
、

「
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
」
が
作
成
・
開

催
す
る
サ
ポ
ー
ト
プ
ラ
ン
や
合
同
ケ
ー
ス

会
議
に
つ
い
て
、
試
行
的
な
取
り
組
み
を

行
い
つ
つ
、
当
市
の
既
存
の
仕
組
み
を
も

と
に
、
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
準
拠
す
る

よ
う
検
討
を
深
め
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
統
括
支
援
員
の
人
材
育
成
、
子

ど
も
か
ら
若
年
層
へ
の
切
れ
目
の
な
い
支

援
の
あ
り
方
、
地
域
の
子
育
て
相
談
支
援

機
関
の
整
備
な
ど
に
つ
い
て
、
子
ど
も
未

来
部
だ
け
で
は
な
く
、
保
健
福
祉
部
や
教

育
部
、
総
務
部
な
ど
も
交
え
て
協
議
・
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
地
域
の
保
健
、
福
祉
、

教
育
、
就
労
な
ど
の
分
野
の
関
係
機
関
と

連
携
を
図
り
な
が
ら
、
誰
ひ
と
り
取
り
残

す
こ
と
な
く
、
子
ど
も
た
ち
や
そ
の
保
護

者
等
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
、
取
り

組
み
を
続
け
て
ま
い
り
ま
す
。
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道内の福祉施設・事業所・
関係団体等の取り組みを
毎回ご紹介します

株式会社いろはなケアサービス
デイサービス
いろはな本町
代表取締役／内田 香理
管理者／板垣 美奈子

〒006-0025
札幌市手稲区手稲本町5条2丁目13-1
TEL 011-688-7022

〒060-0002  札幌市中央区北２条西７丁目 かでる2・7 ４階
TEL  011-231-8000／FAX  011-231-8003
ホームページ　https://www.akaihane-hokkaido.jp/

社会福祉法人  北海道共同募金会 お問合せ

検 索赤い羽根　北海道

寄付金つき赤い羽根ご当地ピンバッジ 申込受付中
　北海道内各地のご当地キャラクターや景勝地をモチーフにした2023年度の寄付金つき赤い羽根ご当地ピンバッジ
につきまして、インターネット上の特設サイトよりお申込を受付けております。
　是非、ご協力をお願いいたします。

※１次募集、２次募集どちらも助成金決定後～2025年3月31日の期間に実施する活動に対しての助成金になります。
　なお、助成金決定以前の活動をさかのぼって対象とすることはできません。

北海道の赤い羽根共同募金　赤い羽根ピンバッジ　特設サイト

※申込受付：  2024年３月29日（金）まで
　https://akaihanehkd.official.ec/

赤い羽根共同募金からのお知らせ

「赤い羽根共同募金助成金」1次募集について
　北海道共同募金会では、安心・安全で住みよい福祉のまちづくりのため、
住民が自発的・組織的に行う創造性豊かな社会貢献活動や、地域における子育て支援活動など、柔軟かつ多様な福祉
活動を行っている団体・グループを対象に、助成事業の公募を年２回行っています。（１次募集：3月／２次募集：9月）

※「赤い羽根共同募金助成金募集（応募）要領」ならびに「申請書様式・記入例」は、北海道共同募金会ホームページ「助成情報」から
　ダウンロードが可能です。

助成の対象

● 募集概要
1.北海道内で活動する「住民団体やグループ」で活動実施に要する資金の確保に困難をきたしている団体。
2.自主性（特定の企業、政党、宗教団体などから独立して運営）をもって運営され、非営利並びに情報公開の実施を原
則としている団体。

助成の対象
となる費用

募集、決定、
交付時期に
ついて

応募方法

助成限度額

活動のため必要な会議費、研修費、備品・機材等の購入費、ＰＲ資料などの作成費、また、活動団体の運営に最低限
必要な経費。
※下記の費用は助成対象として認められません。
　飲食費、講師謝礼、報酬、人件費、建物の増改築、附帯設備の整備、高額高機能な機器・備品や作業機械等、研修旅行費、高額な交通費等

１団体あたりの助成限度額は50万円を限度とします。
※助成金を運用できる期間は原則として単年度となります（交付日～2025年3月迄）
※選考の結果、助成額が要望額より減額することがあります。

募集（応募）要領に基づき、規定の様式により要望内容を書類で提出していただきます。

２次募集
１次募集

９月１日～30日
３月１日～31日

11月中旬
５月中旬 決定から１ヶ月以内

募集時期 決定時期 交付時期

▶https://www.akaihane-hokkaido.jp/jyosei/jyoseiinfomation/

利
用
者
と
ス
タ
ッ
フ
が
一
緒
に

「
お
い
な
り
さ
ん
」
づ
く
り

　
「
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
い
ろ
は
な
本
町
」
は
、
札

幌
市
手
稲
区
手
稲
本
町
に
あ
る
民
家
型
・
認
知

症
対
応
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
２
０
１
２
年

７
月
に
開
設
し
た
同
じ
く
民
家
型
・
認
知
症
対

応
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
「
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
い
ろ
は

な
」
の
２
号
店
と
し
て
、
２
０
１
５
年
１
月
に

手
稲
区
星
置
に
開
設
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

２
０
２
１
年
６
月
に
手
稲
本
町
に
移
転
し
、
現

在
に
至
り
ま
す
。

　

当
事
業
所
で
は
、
民
家
型
の
特
性
を
活
か
し

た
効
果
的
な
認
知
症
予
防
療
法
を
提
供
し
て
い

ま
す
。
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
利
用
者
一
人
ひ
と
り

に
向
き
合
い
、
役
割
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
認

知
症
の
進
行
予
防
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
ま

す
。
利
用
者
が
自
分
ら
し
く
過
ご
せ
る
環
境
を

提
供
し
、
利
用
者
の
「
で
き
る
」
を
実
現
す
る

こ
と
を
理
念
と
し
て
い
ま
す
。

■
認
知
症
が
あ
っ
て
も「
で
き
る
」を
支
え
た
い

　

日
本
は
超
長
寿
国
家
で
あ
り
、
人
生
１
０
０

年
時
代
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
２
０
２
５
年

に
は
高
齢
者
の
５
人
に
１
人
は
認
知
症
に
な
る

と
も
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

認
知
症
と
聞
く
と
、「
困
っ
た
、
人
生
終
わ

り
だ
」
な
ど
と
感
じ
る
方
も
い
ま
す
が
、
当
事

業
所
で
は
、
利
用
者
が
「
で
き
る
」
こ
と
を
最

大
限
に
支
え
、
利
用
者
本
人
が
活
き
活
き
と
暮

ら
し
、
ご
家
族
も
安
心
で
き
る
よ
う
な
支
援
を

提
供
し
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
な
取
り
組
み
と
し
て
、
調
理
師
だ
っ

た
利
用
者
に
魚
を
さ
ば
い
て
も
ら
っ
た
り
、
利

用
者
と
ス
タ
ッ
フ
と
み
ん
な
で
お
や
つ
作
り
を

楽
し
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
。
暮
ら
し
の
中
で
今

ま
で
行
っ
て
き
た
こ
と
や
昔
得
意
だ
っ
た
こ
と

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
で
き
る
」
こ
と
を
一
緒

に
実
践
し
て
い
ま
す
。

　

ス
タ
ッ
フ
は
必
ず
し
も
手
本
で
は
な
く
、
利

用
者
か
ら
「
段
取
り
悪
い
ぞ
」
と
叱
ら
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
ス
タ
ッ
フ
が
利
用
者
か
ら
教

え
て
も
ら
っ
た
り
、
一
部
を
支
え
た
り
す
る
こ

と
で
、
相
互
の
信
頼
関
係
が
生
ま
れ
、
利
用
者

は
安
心
し
て
一
日
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

信
頼
関
係
が
あ
る
こ
と
で
、
利
用
者
が
自
発

的
に
活
動
し
て
く
れ
る
よ
う
に
も
な
り
ま
す
。

先
日
も
ス
タ
ッ
フ
が
外
で
除
雪
を
し
て
い
る

と
、「
や
る
ぞ
～
」
と
外
に
出
て
、
一
緒
に
除

雪
を
し
て
く
れ
た
方
が
い
ま
し
た
。

　

人
が
生
き
て
い
く
上
で
、
誰
か
の
役
に
立
つ

こ
と
は
と
て
も
重
要
な
こ
と
で
す
。
ス
タ
ッ
フ

も
利
用
者
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
学
び
、
感

じ
る
こ
と
で
、
自
身
の
人
生
の
財
産
を
得
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

認
知
症
が
あ
っ
て
も
で
き
る
こ
と
は
た
く
さ

ん
あ
り
、
こ
の
「
で
き
る
」
を
続
け
る
こ
と
が

認
知
症
の
進
行
予
防
に
つ
な
が
り
ま
す
。
私
た

ち
は
こ
れ
か
ら
も
、
利
用
者
の
「
で
き
る
」
を

全
力
で
支
え
続
け
ま
す
。

■
ケ
ア
を
通
じ
、地
域
に
根
差
す

　

株
式
会
社
い
ろ
は
な
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
で
は
、

当
事
業
所
の
ほ
か
、
手
稲
区
曙
で
３
つ
の
事
業

所
を
運
営
し
て
い
ま
す
。
先
述
の
「
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
い
ろ
は
な
」
の
ほ
か
、
２
０
２
２
年
３
月

に
は
新
た
に
「
小
規
模
多
機
能
と
も
笑
み
」「
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
こ
こ
ろ
居
」
を
立
ち
上
げ
ま
し

た
。

　

当
社
は
こ
れ

か
ら
も
、
一
貫

し
た
高
齢
者
ケ

ア
、
認
知
症
ケ

ア
を
通
じ
て
、

地
域
に
根
差

し
、
地
域
の
み

な
さ
ま
に
愛
さ

れ
る
運
営
を
目

指
し
て
ま
い
り

ま
す
。
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道内の福祉施設・事業所・
関係団体等の取り組みを
毎回ご紹介します

株式会社いろはなケアサービス
デイサービス
いろはな本町
代表取締役／内田 香理
管理者／板垣 美奈子

〒006-0025
札幌市手稲区手稲本町5条2丁目13-1
TEL 011-688-7022

〒060-0002  札幌市中央区北２条西７丁目 かでる2・7 ４階
TEL  011-231-8000／FAX  011-231-8003
ホームページ　https://www.akaihane-hokkaido.jp/

社会福祉法人  北海道共同募金会 お問合せ

検 索赤い羽根　北海道

寄付金つき赤い羽根ご当地ピンバッジ 申込受付中
　北海道内各地のご当地キャラクターや景勝地をモチーフにした2023年度の寄付金つき赤い羽根ご当地ピンバッジ
につきまして、インターネット上の特設サイトよりお申込を受付けております。
　是非、ご協力をお願いいたします。

※１次募集、２次募集どちらも助成金決定後～2025年3月31日の期間に実施する活動に対しての助成金になります。
　なお、助成金決定以前の活動をさかのぼって対象とすることはできません。

北海道の赤い羽根共同募金　赤い羽根ピンバッジ　特設サイト

※申込受付：  2024年３月29日（金）まで
　https://akaihanehkd.official.ec/

赤い羽根共同募金からのお知らせ

「赤い羽根共同募金助成金」1次募集について
　北海道共同募金会では、安心・安全で住みよい福祉のまちづくりのため、
住民が自発的・組織的に行う創造性豊かな社会貢献活動や、地域における子育て支援活動など、柔軟かつ多様な福祉
活動を行っている団体・グループを対象に、助成事業の公募を年２回行っています。（１次募集：3月／２次募集：9月）

※「赤い羽根共同募金助成金募集（応募）要領」ならびに「申請書様式・記入例」は、北海道共同募金会ホームページ「助成情報」から
　ダウンロードが可能です。

助成の対象

● 募集概要
1.北海道内で活動する「住民団体やグループ」で活動実施に要する資金の確保に困難をきたしている団体。
2.自主性（特定の企業、政党、宗教団体などから独立して運営）をもって運営され、非営利並びに情報公開の実施を原
則としている団体。

助成の対象
となる費用

募集、決定、
交付時期に
ついて

応募方法

助成限度額

活動のため必要な会議費、研修費、備品・機材等の購入費、ＰＲ資料などの作成費、また、活動団体の運営に最低限
必要な経費。
※下記の費用は助成対象として認められません。
　飲食費、講師謝礼、報酬、人件費、建物の増改築、附帯設備の整備、高額高機能な機器・備品や作業機械等、研修旅行費、高額な交通費等

１団体あたりの助成限度額は50万円を限度とします。
※助成金を運用できる期間は原則として単年度となります（交付日～2025年3月迄）
※選考の結果、助成額が要望額より減額することがあります。

募集（応募）要領に基づき、規定の様式により要望内容を書類で提出していただきます。

２次募集
１次募集

９月１日～30日
３月１日～31日

11月中旬
５月中旬 決定から１ヶ月以内

募集時期 決定時期 交付時期

▶https://www.akaihane-hokkaido.jp/jyosei/jyoseiinfomation/
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②市町村社会福祉協議会の取り組み ①市民活動団体の取り組み

北海道社会福祉総合基金一般公募助成金を活用し、地域で
支え合い地域を元気にする市民活動団体・活動をご紹介

道内の市町村社協における
独自の取り組みや活動を紹介

★あそぼーの★
代表者氏名：越野 麻美　団体設立：平成30年８月１日
Instagram：https://www.instagram.com/asobo_no/

☆北海道社会福祉総合基金とは☆
　昭和48年に民間福祉事業の進展のために設立された北海道社会福祉
協議会で管理・運営している基金です。基金の運用益を活用しながら、道
内の児童、障がい者、高齢者、地域福祉分野に対する様 な々福祉活動を行
う団体への助成事業を進めています。

あそぼーの
子育て世代への
遊びの場の提供から多世代交流へ

　法人運営部門と福祉担当部門のほか、居宅介護支援事業所、訪問介護事業所、
地域包括支援センター、相談支援事業所など合わせて26名の職員が、住民ととも
に厚真町の地域福祉の推進を目指して、日々頑張っています。

厚真町社協職員ってどんな人？？厚真町社協職員ってどんな人？？厚真町社協職員ってどんな人？？

●所在地等：勇払郡厚真町京町158番地
　TEL：0145-26-7501　FAX：0145-26-7655　HP：https://atsuma-shakyo.or.jp/

　北海道内の179市町村には、各市町村に社会福祉協議会（略称：社協）があり、地域住民の皆様とともに、福祉のまち
づくり活動を行っています。今号では、厚真町社協が行っている取り組みについてご紹介します。

厚真町社会福祉協議会の活動を紹介します（代表者：会長　大橋 正治）

令和5年度全国社会福祉協議会会長表彰（社会福祉協議会優良活動表彰）受賞

子育て世代の親子と高齢者の
多世代交流の場に

子どもが笑えば　大人も笑う！
　「あそぼーの」は、「子どもが笑えば　大人も笑う！」をテ
ーマに掲げて、2018年に立ち上げた小さなサークルです。こ
のサークルは、代表自身が子育てに悩み葛藤したことから、
「周りのママたちが少しでも楽しく子育てをしてほしい」と
思ったことがきっかけで発足しました。家にいるとどうして
も後ろ髪引かれ頭から離れない家事。「あそぼーの」で過ご
す時間だけでも家事から解放され、子どもと向き合える楽し
い時間を過ごせるストレスフリーな居場所づくりを目指し
て、日々奮闘しています。

　そこで、誰でも気軽に立ち寄れる場所を作りたいと考え、
北海道社会福祉総合基金の助成を活用して、「あつまーる」
というプロジェクトを進めています。「あつまーる」では、
世代間交流を通じて、昭和時代の温かさを少しでも取り戻す
ことを目指しています。

世代間交流から生まれる笑顔
　「あつまーる」では、夏休みやハロウィンのイベント、町
内のゴミ拾いなど、さまざまな活動を行い、子育て世代の親
子が多く参加しています。さらに、高齢者の皆さんに常に告
知を行い、参加者や運営ボランティアとして交流の場を提供

　「あそぼーの」は、厚岸町で、子育て世代の親子が家から
外に一歩踏み出し、リフレッシュできる活動を行っています。
　平日は遊具で遊べる屋内の場所を提供し、夏休みやハロウ
ィンなどの季節イベントも企画・実施しています。会員制で
はなく、誰もが各々のタイミングで参加できる親子のあそび場を定期的に提供しています。
　最近では、「あつまーる」というプロジェクトを通して、子育て世代の親子と高齢者の世代間の交流も生まれ
ています。

「あそぼーの」から生まれた共存スペース「あつまーる」
　私たちはこれまで、子どもたちの遊びの場の不足に目を向
けていました。しかし、コロナ禍を経験したことで、子ども
たちだけではなく、さまざまな人々が生きづらさを抱えてい
ることを知りました。
　平成から令和へと時代が進むにつれ、他者との関わりや地
域とのつながりが減り、この小さな町でも、隣人との交流が
少ない家庭が多くなっています。子どもたちの登下校時の安
全性への不安や高齢者の孤独な生活への寂しさを感じました。

しています。
　はじめは、互いの距離感に戸
惑う場面もありましたが、簡単
なボードゲームや運動あそびを
一緒に楽しんだり、高齢者なら
ではの知恵を共有したりするこ
とで、回を重ねるにつれ、世代
間の壁はなくなってきました。
町内で偶然会った際には、『「あ
つまーる」であった子だね！』
『この間のおばあちゃんだね！』
といったあいさつも増えていま
す。
　この活動が町の安心と安全、
そしてみんなの笑顔につながっ
ていけることを願っています。
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②市町村社会福祉協議会の取り組み ①市民活動団体の取り組み

北海道社会福祉総合基金一般公募助成金を活用し、地域で
支え合い地域を元気にする市民活動団体・活動をご紹介

道内の市町村社協における
独自の取り組みや活動を紹介

★あそぼーの★
代表者氏名：越野 麻美　団体設立：平成30年８月１日
Instagram：https://www.instagram.com/asobo_no/

☆北海道社会福祉総合基金とは☆
　昭和48年に民間福祉事業の進展のために設立された北海道社会福祉
協議会で管理・運営している基金です。基金の運用益を活用しながら、道
内の児童、障がい者、高齢者、地域福祉分野に対する様 な々福祉活動を行
う団体への助成事業を進めています。

あそぼーの
子育て世代への
遊びの場の提供から多世代交流へ

　法人運営部門と福祉担当部門のほか、居宅介護支援事業所、訪問介護事業所、
地域包括支援センター、相談支援事業所など合わせて26名の職員が、住民ととも
に厚真町の地域福祉の推進を目指して、日々頑張っています。

厚真町社協職員ってどんな人？？厚真町社協職員ってどんな人？？厚真町社協職員ってどんな人？？

●所在地等：勇払郡厚真町京町158番地
　TEL：0145-26-7501　FAX：0145-26-7655　HP：https://atsuma-shakyo.or.jp/

　北海道内の179市町村には、各市町村に社会福祉協議会（略称：社協）があり、地域住民の皆様とともに、福祉のまち
づくり活動を行っています。今号では、厚真町社協が行っている取り組みについてご紹介します。

厚真町社会福祉協議会の活動を紹介します（代表者：会長　大橋 正治）

令和5年度全国社会福祉協議会会長表彰（社会福祉協議会優良活動表彰）受賞

厚真町について
　厚真町は人口約4,300人の小さな町で、農業が主要な産業
です。苫小牧市に隣接し、太平洋に面した海岸地域は、北海
道電力の火力発電所が立地しているほか、道内でも有数のサ
ーフスポットとして知られています。

胆振東部地震の被災者支援
　平成30年９月６日に発生した北海道胆振東部地震で、厚真
町は震度７を観測しました。町内では広範囲にわたり山腹崩
壊（山くずれ）、家屋倒壊、電気や水道といったライフライ
ンの損傷などの甚大な被害が発生し、本会の役職員を含む37
人（災害関連死１人を含む）が犠牲となりました。発災翌日
の９月７日には、町民の約４分の１にあたる1,118人が避難
を余儀なくされました。
　厚真町社協は、発災から２日後の９月８日に災害ボランテ
ィアセンターを設置し、行政やNPO等と連携しながら被
災者への支援を開始しました。当センターの開設は令和２
年12月まで２年以上に及び、その間に全国各地からのべ約
5,500人ものボランティアが活動を行いました。
　また、被災者の生活拠点が避難所から応急仮設住宅へと移
行することに対応するため、平成30年11月１日から生活支
援相談員（LSA）を３名配置しました。LSAの配置は道内
でははじめてのことでした。LSAは自宅や仮設住宅で暮ら
す住民を定期的に訪問し、支援が必要な方については関係機
関と継続的に情報を共有しました。

「ふれあいサロン」で地域のつながりを取り戻す
　地震で大きな被害を受
けた地区では、多くの住民
が住み慣れた地域を離れ、
避難所や仮設住宅で生活
せざるを得なくなりまし
た。自宅に残った住民も含

め、これまで深めてきた住民同士のつながりが失われ、それ
ぞれの方が孤立し、不安な日々を過ごしていました。
　厚真町社協では発災以前から、誰もが気軽に参加し、交流
できる地域の居場所として「ふれあいサロン」を開催してい
ましたが、地震の影響でサロン活動を中断していました。そ
こで、被害の大きかった地域でこれまで取り組んできた「ふ

れあいサロン」を復活させることで、地域のつながりを取り
戻すことができました。

多機関と連携・協働し複合的な課題の解決へ
　被災者の中には、年齢や障がいなどに関わらず、複合的な
課題を抱えている方が多くいました。そのため、厚真町社協
だけでなく、町の関係部署や民間の支援機関と定期的に情報
を共有し、課題解決に向けて話し合う場を設けました。ここ
では、住居や金銭、健康、介護に関することなど、さまざま
な課題が浮かび上がり、多機関が連携し、協働して支援を行
うこととなりました。その後、厚真町社協は町の重層的支援
体制整備事業（＊）の仕組みづくりにも関わるなど、災害時の
取り組みが復興後の活動にもつながっています。

地域力の再生と新たな担い手による地域づくり
　特に地震の被害が大きかった北部地区では、地震をきっか
けに自宅を離れるしかなかった方々も多く、その後のコロナ
禍によりコミュニティ活動も影響を受けました。
　地震で倒壊した生活会館等に代わり、町は令和３年12月に
「厚北地域防災コミュニティセンターならやま」を新設しま
した。この施設では、地域の方々とともに先述の「ふれあい
サロン」が開催されている
ほか、住民自身が地域づく
りに取り組む動きも見ら
れます。令和５年８月には、
住民が主催する「ならやま
マルシェ」が行われ、北部
地区の農家らが育てた野
菜や手作りの手芸品が販
売されました。このように、
地域で暮らす方々だけで
はなく、地域を離れた方々
とも交流を維持できる居
場所づくりが進んでいます。
＊�重層的支援体制整備事業：地域共生社会の実現に向けて、市町
村において、既存の相談支援や地域づくりの取り組みを活用し、
高齢者や障がい者、子どもといった分野別ではなく、複雑化・
複合化した課題に対応する包括的な支援体制を構築するための
事業。令和３年４月の社会福祉法改正により創設された。
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たくさんのご支援ありがとうございました。

寄付の受入状況

（令和５年10月１日～令和６年１月31日まで）

◎本会へのご寄付をいただきました。
年　月 寄 付 者（団体）名 寄　 付　 先 寄 付 内 容

令和5年10月
～令和6年1月

一般社団法人いいことファーム 北海道社会福祉総合基金 金 216,100円

令和5年10月
～令和6年1月

株式会社日本トリム 北海道社会福祉総合基金 金 298,100円

（敬称略）

◎社会福祉施設等へのご寄付をいただきました。
年　月 寄 付 者 （団体）名 寄　 付　 先 寄 付 内 容

令和5年10月 一般社団法人北海道計量協会
石狩市特別養護老人ホーム
はまますあいどまり

車いす用体重計１台

令和5年10月
株式会社ツルハホールディングス、
クラシエホールディングス株式会社

紋別市、余市町社協、士幌町社協、
新篠津村社協

車いす15台

令和5年10月 一般社団法人生命保険協会札幌協会
島牧村社協、留寿都村社協、
札幌認知症の人と家族の会、
ハロー ENJOY 札幌Ⅱ

福祉巡回車２台、テレビ１台、
固定電話、プリンター、

プロジェクター

令和5年10月 一般社団法人生命保険協会苫小牧協会
千歳市社協、えりも町社協、
ケアハウス青葉、
就労支援センターピアチェーレ

車いす９台、パソコン機器一式、
蓄電池、ポータブルクーラー３台、工業用扇風機

令和5年11月 匿名 匿名 金 100,000円

令和5年12月 住友生命保険相互会社札幌支社 共和町社協 タオル　261本

令和5年12月 札幌「999人の第九」の会
北海道ボランティア・
市民活動センター

金 50,000円

（敬称略）

寄付・寄贈の
ご報告
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北海道社会福祉協議会
北海道障がい者就労支援センター

授産製品紹介

道内の障がいを持った方々が、そ
の人の個性や能力に合わせなが
ら、施設や作業所で、自立生活に
向けた作業・訓練の一環として
作っている製品をご紹介します。

＜ナイスハートネット北海道からお申し込みいただけます＞
　北海道社会福祉協議会では、北海道が推進する「障がい者就労支援推進計画」に基づき、企業や団体と授産事業所を
マッチングさせ、授産事業所等の商品、役務を広く企業や団体の方にご利用頂くためにホームページを開設していま
す。今回ご紹介した商品も取り扱っており、ホームページ上で仮申し込みができます。
（ホームページ上では決済できないため、申し込みを一旦道社協において受け付け、事業所へ発注します。）

　ホームページアドレス　http://nice-heart-net.jp/ ナイスハートネット 検 索
クリック

問い合わせ先
TEL 011-707-7171
札幌市地域活動支援センター
annapurna
札幌市北区北21条西5丁目1-32-201

問い合わせ先
TEL 0155-67-0527
地域サポートセンターえがお
河東郡音更町新通11丁目1番地6

１ 社会福祉法人はるにれの里
札幌市地域活動支援センター
annapurna［札幌市］

２ 社会福祉法人地域で一緒に暮らそう会
地域サポートセンターえがお［音更町］

・刺し子ふきん� 800円～1,500円
・ぽち袋（Ｓ・３枚入り）� 300円
・ぽち袋（Ｍ・３枚入り）� 400円
・ポストカード� 100円
・ステッカー� 200円

商 品 名 （すべて税込）

・北海道十勝いつでも長ねぎ（10ｇ）� 216円
・北海道十勝いつでも大根（50ｇ）� 324円
・北海道十勝いつでもにんじん（50ｇ）� 324円
・北海道十勝いつでもにんにく（30ｇ）� 540円
・北海道十勝いつでも大豆（100ｇ）� 540円
・やさいフリフリベジドッグ（150ｇ）� 1,650円

商 品 名 （すべて税込）
ＥＣサイト「オトフ
ケチイキプロダクツ」
のＱＲコード

　札幌市地域活動支援センター annapurna（アンナプルナ）では、主に紙製品や布製品の製作・販売を行っています。
　当事業所の定番商品である「ぽち袋」を中心とした紙製品は、SDGs を意識した取り組みの一環として、一度使用した
古封筒などの古紙を再利用し、成形後に熱で溶かした蝋（ロウ）を紙に染み込ませる製法である蝋引き加工を施すことで、
アップサイクルされています。「ぽち袋」のイラストは法人内事業所の利用者が描いており、お客様から大変好評をいた
だいています。
　また、当事業所のもう一つの定番商品である「刺し子ふきん」は、ひと針ひと針丁寧に刺繍を施した布製品です。丈夫
で長持ちする「刺し子ふきん」は、お家のインテリアにも映えるデザインとなっており、ランチョンマットとして使った
り、さらりと何かを覆ったりするなど、ふきん以外の用途としてもおすすめです。
　そのほか、紙問屋や家具屋から譲り受けた紙や革の切れ端を活用した刺し子小物
商品も各種取り揃えています。
　当事業所の商品の一部は、ハンドメイド作品の EC サイト「minne」（https://
minne.com/@annapurnamin）で取り扱っています。また、当事業所に直接ご連絡
いただければ、商品の購入も可能です。

　当法人では、十勝管内の音更町で栽培された有機・減農薬の乾燥野菜を製造・販売しています。
　「北海道十勝いつでもやさい」シリーズは、根菜や葉物野菜を乾燥させた商品で、添加物や保存料を使用しておらず、
さまざまな料理に手軽に活用いただけます。
　また、「やさいフリフリベジドッグ」は、愛犬用に10種類の野菜をミックスした商品です。
　いずれの商品も、多くのお客様から好評をいただいています。
　当法人が製造・販売する乾燥野菜は、軽量でありながら保存性が高いため、日常の料理だけではなく、災害時の備蓄品
としてもおすすめです。
　これらの商品は、当法人の ECサイト「オトフケチイキプロダクツ」（https://kira086.stores.jp/）で購入できるほか、
音更町の「ふるさと納税返礼品」にも採用されています。また、道の駅「なつぞらの里」や帯広競馬場内の「とかちむら
産直市場」でも販売しています。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
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〈SJ22-12223より抜粋して作成〉

ボランティア行事用保険（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険）

送迎サービス補償（傷害保険） 福祉サービス総合補償
（傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

保険金額・年間保険料（１名あたり）保険金額・年間保険料（１名あたり） 団体割引20％適用済／過去の損害率による割増適用

＜重 要＞

ケガの
補償

賠償責任
の補償

年間保険料

死亡保険金

プラン

保険金の種類
基本プラン 天災・地震補償

プラン
1,040万円

1,040万円（限度額）

6,500円

350円 500円 550円

65,000円

32,500円

4,000円
補償開始日から10日以内は補償対象外（＊） 初日から補償

5億円（限度額）

後遺障害保険金

入院保険金日額

通院保険金日額

特定感染症

地震・噴火・津波による死傷

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

入院中の手術

外来の手術
手術保険金

＊3月末までに契約手続きが完了し、前年度から継続して契約される場合は初日から補償します。

特定感染症
重点プラン

この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

https://www.fukushihoken.co.jp
ふくしの保険 検 索

●このご案内は概要を説明したものです。詳細は、「ボランティア活動保険パンフレット」にてご確認ください。●

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　
受付時間：平日の 9:30～17:30（土日・祝日、年末年始を除きます。）

取扱代理店 株式会社福祉保険サービス
損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課
ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、年末年始を除きます。）

〈引受幹事
保険会社〉

商品パンフレットは
コチラから

（　　　　　）ふくしの保険
ホームページ
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今号では、子ども・子育て支援に焦点を当て、こども家庭センターの取り組みを紹介しました。社会全体で子育てを支え
る体制の強化が求められる中、私たちはそれぞれの立場から、子どもたちが健やかに育つ社会を目指して取り組んでいき
たいですね。
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No.700

じぶんの町を
良くするしくみ。

赤い羽根共同募金
ここにも役立てられています

2
2023年度

№
7
0
0  

2
0
2
3
年
度 

第
２
号

編  集  後  記

道社協Facebook 

6

8
7

9
10
11

「ほっとチャンネル」②社会福祉協議会の取り組み
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授産製品紹介「きらきらマルシェ」
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